
【機密性○情報】○○限り 取手市における成年後見制度利用促進ネットワークについて

成年後見制度利用促進審議会

本人
（認知症高齢者）

後見人等

チーム

医療機関 金融機関

家族、親族ケアマネジャー

民生委員
介護サービス事業者

成年後見制度利用促進連携協議会
（事務局：市高齢福祉課・障害福祉課）

中核機関

（行政及び成年後見サポートセンター）
社会福祉士・精神保健福祉士

医療・福祉関係者

弁護士・司法書士・行政書士

水戸家庭裁判所
※オブザーバー

警察署NPO法人とりで市民後見の会

地域連携ネットワーク

消費者安全確保地域協議会
（事務局：消費生活センター）

消費者庁等

連携

地域ケア個別会議
（地域包括支援センター等

が主催）

在宅の場合

ケース会議
（医療機関、老人ホーム等

が主催）

入院・入所の場合

茨城県等

消費者安全法に基づく
「協議会」も兼ねる

後見人候補者を
事前に調整したう
えで、家裁に申

立をする

金融機関

1

受任者調整検討部会
（連携協議会の中に設置）
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